
環境影響評価（環境アセスメント）に係るお知らせ 
 

                             平成１６年３月４日 
 
  川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）第２２条第２項

の規定に基づき、「上麻生三丁目共同住宅建設事業」に係る条例見解書の写しの縦覧を次

のとおり行います。 
 
※ なお、条例見解書とは、条例環境影響評価準備書に係る市民意見に対する指定開発行

為者の見解を示したものです。 
 

１ 指定開発行為者 
  東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 

積水ハウス株式会社 
  東京マンション事業部部長 三 谷 和 司 
 
  東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番２号 

東急不動産株式会社 
  取締役社長 植 木 正 威 
 
２ 指定開発行為の名称及び種類 
（１）名 称 

上麻生三丁目共同住宅建設事業 
（２）種 類 

都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為（第３種行為） 
住宅団地の新設（第３種行為） 
 

３ 指定開発行為を実施する区域   
川崎市麻生区上麻生３丁目２番１ 
 

４ 指定開発行為の目的及び内容 
（１）目 的 

共同住宅の新設 
（２）内 容 

ア 開発区域面積           １６，８８５．６９㎡ 

  イ 計画人口（計画戸数）      １，０８６人（３５１戸） 
ウ 土地利用計画 
（ア）住宅用地            １５，５５４．０１㎡ 

    ａ 住棟              ５，６１７．３５㎡ 



    ｂ 駐車場               ７４１．０１㎡ 
    ｃ 駐車場棟              １９６．４１㎡ 
    ｄ 駐車場スロープ            ７６．７２㎡ 
    ｅ ごみ集積所             １７７．４５㎡ 
    ｆ 緑化地             ４，０５２．６０㎡ 
    ｇ 通路              ４，２７７．８７㎡ 
    ｈ 擁壁                ４１４．６０㎡ 
  （イ）公共用地             １，３３１．６８㎡ 
    ａ 道路                ３１８．５４㎡ 
    ｂ 公園              １，０１３．１４㎡ 
  エ 建築計画 

（ア）構造         鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 
（イ）階数              地下１階、地上 1０階 
（ウ）高さ                     ３１ｍ 
（エ）建築面積             ６，３９９．０８㎡ 
（オ）延床面積            ４３，４７１．６０㎡ 
 

５ 指定開発行為の施行期間 
  着工予定：平成１６年９月 

完了予定：平成１８年３月 
 

６ 条例見解書の写しの縦覧期間、場所及び時間 
（１）期 間 

平成１６年３月４日（木）から平成１６年４月２日（金）まで 
（２）場 所 

麻生区役所及び本庁（環境局環境評価室） 
（３）時 間 

午前８時３０分から午後５時まで 
ただし、土曜日、日曜日等閉庁日は除きます。 

 


